
 

 

さいたま市小中学生全国大会等出場奨励金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、小学校の児童及び中学校の生徒（以下「児童等」という。）の

スポーツ活動の普及及び推進を図るため、全国大会及び国際大会（以下「全国大会

等」という。）に出場する、市内に住所を有する児童等の保護者及び市内に活動の

本拠がある団体に対し、予算の範囲内において、さいたま市小中学生全国大会等出

場奨励金（以下「奨励金」という。）を交付することについて、必要な事項を定め

るものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 全国大会 公益財団法人日本スポーツ協会に加盟する競技団体が主催する全国

規模の競技大会であって、次のいずれかに該当するもの及びこれらと同規模の大

会であって、市長が特に認めるものをいう。 

  ア 県大会、関東大会等の地区予選又は予選に準じる地区大会を経て出場するも

の 

  イ 大会の実施要項等で規定された標準記録等に到達して出場するもの 

  ウ 埼玉県選抜、関東選抜等により出場するもの 

 ⑵ 国際大会 国際的な規模の競技大会であって、次に掲げるもの及びこれらと同

規模の大会であって、市長が特に認めるものをいう。 

  ア オリンピック競技大会及びユースオリンピック競技大会 

  イ 世界選手権大会（ジュニア大会を含む。出場選手が日本代表又は日本代表選

手団として派遣される大会に限る。） 

  ウ アジア競技大会（ジュニア大会を含む。） 

 （交付対象者） 

第３条 奨励金の交付を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）は、

次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 ⑴ 全国大会等に出場し、全国大会等の開催当日（複数日程で開催される全国大会

等にあっては、当該日程の初日とする。以下「大会等開催日」という。）におい



 

 

て、市内に住所を有する児童等（同一大会で次号に掲げる団体の一員として競技

に出場する児童等を除く。以下「奨励対象児童等」という。）の保護者 

 ⑵ 全国大会等に出場し、大会等開催日において市内に活動の本拠のある団体（選

抜方式により結成された団体を除く。以下「奨励対象団体」という。） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者とな

ることができない。 

⑴  全国大会等への出場に当たり、市（さいたま市教育委員会を含む。）の他の

助成制度又は公益財団法人さいたま市スポーツ協会の助成制度の対象となる者

（さいたま市スポーツ協会の加盟競技団体から間接的に当該助成制度を受ける

者を含む。） 

⑵  さいたま市暴力団排除条例（平成２４年さいたま市条例第８６号）第２条第

２号に規定する暴力団員（次号において「暴力団員」という。） 

⑶  さいたま市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団である団体及び暴

力団員が役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者を

いう。）となっている団体 

 （奨励金の額） 

第４条 奨励金の額は、次の表に掲げる交付対象者の区分に応じて、それぞれ同表に

定める額を限度として市長が定める。なお、奨励対象団体の出場登録人数について

は、市内・市外在住者を問わない。 

区  分 全国大会 国際大会 

奨励対象児童等の保護者 ５，０００円 １０，０００円 

奨励対象団体 ５０，０００円を上限と

し、５，０００円×出場

登録人数 

１００，０００円を上限

とし、１０，０００円×

出場登録人数 

（交付回数） 

第５条 一の全国大会等における奨励金の交付については、一の奨励対象児童等の保

護者又は一の奨励対象団体ごとに１回を限度とする。 

２ 一の年度における奨励金の交付回数は、大会等開催日が当該年度内の全国大会等



 

 

を対象として、一の奨励対象児童等の保護者又は一の奨励対象団体ごとに３回を限

度とする。 

（交付の申請） 

第６条 奨励金の交付を受けようとする者は、さいたま市小中学生全国大会等出場奨

励金交付申請書（様式第１号）に、次の書類等を添えて、市長に申請しなければな

らない。ただし、当該書類等が提出できない相当の理由があると市長が認める場合

は、当該書類等の提出を省略することができる。 

 ⑴ 出場する全国大会等の予選大会の開催要項及び当該大会の結果等の写し 

 ⑵ 出場する全国大会等の開催要項の写し 

 ⑶ 出場決定通知、推薦書等の写しその他全国大会等への出場要件を満たすことを

証明する書類 

 ⑷ 参加申込書等の写しその他全国大会等への参加を証明する書類 

 ⑸ 奨励対象団体については、活動の本拠が市内であることが確認できる書類及び

全国大会等の出場予定者の氏名が確認できる書類 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、奨励対象団体の長が申請することが困難な場合は、全

国大会等に出場するために奨励対象団体から結成されたチーム等の代表者が申請し

なければならない。この場合において、当該チーム等を奨励対象団体とみなし、奨

励対象団体に関する規定を適用する。 

３ 第１項の申請書は、大会等開催日の前日までに提出しなければならない。ただ

し、大会等開催日の前日が次に掲げる日（以下「休日等」という。）に該当する場

合は、その直前の休日等でない日までに提出しなければならない。 

 ⑴ 日曜日及び土曜日 

 ⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 ⑶ １月２日及び同月３日並びに１２月２９日から同月３１日までの日 

（交付の決定及び交付） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、審査の

結果、奨励金の交付が適当と認めるときは、交付の決定を行い、さいたま市小中学

生全国大会等出場奨励金交付決定通知書（様式第２号）により申請をした者（以下



 

 

「申請者」という。）に通知するものとする。 

２ 市長は、審査の結果、奨励金の交付が適当でないと認めるときは、さいたま市小

中学生全国大会等出場奨励金不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知

するものとする。 

 （全国大会等参加報告書の提出） 

第８条 前条第１項の規定により奨励金の交付の決定を受けた奨励対象児童等の保護

者又は奨励対象団体は、全国大会等への参加後、全国大会等の開催最終日の翌日か

ら起算して３０日以内に、全国大会等参加報告書（様式第４号)を市長に提出しな

ければならない。 

２ 市長は、前項の報告書を期限までに提出しない奨励対象児童等の保護者又は奨励

対象団体に対して、催告書により提出を求めることができる。 

 （決定の取消し等） 

第９条 市長は、奨励対象児童等、奨励対象児童等の保護者又は奨励対象団体が次の

各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を

取り消すことができる。この場合において、既に奨励金が交付されているときは、

期限を定めて、その全部又は一部の返還を命じるものとする。 

 ⑴ 全国大会等への参加に関し不正その他不適切な行為をしたとき。 

 ⑵ 偽りその他不正の行為により奨励金の交付を受けたとき。 

 ⑶ 第３条第２項各号に該当することが判明したとき。 

 ⑷ 前条第２項の規定により報告書の提出を求めても提出されないとき。 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、奨励金を交付することが適当でないと認めると

き。 

２ 市長は、前項の規定により決定の全部又は一部を取り消したときは、奨励対象児

童等の保護者又は奨励対象団体に対し、さいたま市小中学生全国大会等出場奨励金

交付決定取消等通知書（様式第５号）により通知するものとする。 

 （その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 



 

 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 


